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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月9日(2018.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　前記有利状態に制御するか否かを決定する決定手段と、
　前記決定手段による決定前に、前記有利状態に制御されるか否かを判定する判定手段と
、
　前記決定手段の決定結果にもとづいて、可変表示の実行中に予告演出を実行する予告演
出実行手段と、
　前記判定手段の判定結果にもとづいて、当該判定対象となった可変表示が開始される前
の可変表示において所定演出を実行する所定演出実行手段とを備え、
　前記所定演出実行手段は、前記判定手段によって前記有利状態に制御されないと判定さ
れた場合であっても所定演出を実行可能であり、
　前記予告演出実行手段は、所定演出が実行された可変表示の後に実行される可変表示に
おいて、所定演出が実行されなかった可変表示の後に実行される可変表示と比較して高い
割合で予告演出を実行する
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能なパチンコ遊技
機等の遊技機に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００９】
（手段Ａ）本発明による遊技機は、可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例
えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であって、可変表示に関する情報を保留記憶
として記憶可能な保留記憶手段（例えば、第１保留記憶バッファ、第２保留記憶バッファ
）と、有利状態に制御するか否かを決定する決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコン
ピュータ５６０におけるステップＳ６１を実行する部分）と、決定手段による決定前に、
有利状態に制御されるか否かを判定する判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ５６０におけるステップＳ１２１６Ａ，Ｓ１２１６Ｂを実行する部分）と、決定手段
の決定結果にもとづいて、可変表示の実行中に予告演出（例えば、ステップアップ予告演
出）を実行する予告演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００にお
けるステップＳ８００２の決定結果にもとづいてステップＳ８００４，Ｓ８００５で選択
したプロセステーブルに従ってステップＳ８００７，Ｓ８１０５を実行する部分）と、判
定手段の判定結果にもとづいて、当該判定対象となった可変表示が開始される前の可変表
示において所定演出（例えば、先読み予告演出）を実行する所定演出実行手段（例えば、
演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８００Ａの決定結果にもとづ
いてステップＳ８００４で選択したプロセステーブルに従ってステップＳ８００７，Ｓ８
１０５を実行する部分）とを備え、所定演出実行手段は、判定手段によって有利状態に制
御されないと判定された場合であっても所定演出を実行可能であり（例えば、演出制御用
マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ６００４において、図３７に示すように、非
リーチはずれの場合であっても先読み予告演出あり（演出態様Ａ）や先読み予告演出あり
（演出態様Ｂ）を決定可能である）、予告演出実行手段は、所定演出が実行された可変表
示の後に実行される可変表示において、所定演出が実行されなかった可変表示の後に実行
される可変表示と比較して高い割合で予告演出を実行する（例えば、演出制御用マイクロ
コンピュータ１００は、ステップＳ７００５でＹのとき、ステップＳ７００６で選択した
非リーチはずれ（高確率）用のステップアップ予告決定テーブルを用いてステップＳ７０
０８を実行することにより、図４４（Ｃ）に示すように、８０％の割合で予告演出パター
ンＡのステップアップ予告演出の実行を決定する）ことを特徴とする。そのような構成に
より、所定演出が実行された後には高い割合で予告演出が実行されるので、所定演出が実
行されたときの遊技者の期待感を維持することができる。
（手段１）本発明による他の遊技機は、始動領域（例えば、第１始動入賞口１３、第２始
動入賞口１４）を遊技媒体（例えば、遊技球）が通過した後に開始条件が成立したこと（
例えば、第１特別図柄および第２特別図柄の変動表示が実行されていない状態であり、か
つ、大当り遊技が実行されていない状態）にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別
情報（例えば、第１特別図柄、第２特別図柄、演出図柄）の可変表示を行い、可変表示の
表示結果としてあらかじめ定められた特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導出表示さ
れたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、大当り遊技状態）に制御する遊
技機であって、始動領域を遊技媒体が通過したにもかかわらず未だ開始条件が成立してい
ない識別情報の可変表示について、所定の上限記憶数（例えば、４）の範囲内で数値デー
タ（例えば、ランダムＲ（大当り判定用乱数）、変動パターン種別判定用乱数（ランダム
２））を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段（例えば、第１保留記憶バッファ、第２
保留記憶バッファ）と、開始条件が成立したことにもとづいて、特定表示結果とするか否
かを可変表示の表示結果を導出表示する以前に決定する事前決定手段（例えば、遊技制御
用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ６１を実行する部分）と、事前決定手
段による決定前に、保留記憶手段に記憶された保留記憶にもとづく識別情報の可変表示の
表示結果が特定表示結果となるか否かを判定する開始前判定手段（例えば、遊技制御用マ
イクロコンピュータ５６０におけるステップＳ１２１６Ａ，Ｓ１２１６Ｂを実行する部分
）と、事前決定手段の決定結果にもとづいて、識別情報の可変表示の実行中に予告演出（
例えば、ステップアップ予告演出）を実行する予告演出実行手段（例えば、演出制御用マ
イクロコンピュータ１００におけるステップＳ８００２の決定結果にもとづいてステップ
Ｓ８００４，Ｓ８００５で選択したプロセステーブルに従ってステップＳ８００７，Ｓ８
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１０５を実行する部分）と、開始前判定手段の判定結果にもとづいて、当該判定対象とな
った識別情報の可変表示が開始される前の識別情報の可変表示において所定演出（例えば
、先読み予告演出）を実行する所定演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュ
ータ１００におけるステップＳ８００Ａの決定結果にもとづいてステップＳ８００４で選
択したプロセステーブルに従ってステップＳ８００７，Ｓ８１０５を実行する部分）とを
備え、所定演出実行手段は、開始前判定手段によって特定表示結果とならないと判定され
た場合であっても所定演出を実行可能であり（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ
１００は、ステップＳ６００４において、図３７に示すように、非リーチはずれの場合で
あっても先読み予告演出あり（演出態様Ａ）や先読み予告演出あり（演出態様Ｂ）を決定
可能である）、予告演出実行手段は、所定演出が実行された識別情報の可変表示の後に実
行される識別情報の可変表示において、所定演出が実行されなかった識別情報の可変表示
の後に実行される識別情報の可変表示と比較して高い割合で予告演出を実行する（例えば
、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ７００５でＹのとき、ステップ
Ｓ７００６で選択した非リーチはずれ（高確率）用のステップアップ予告決定テーブルを
用いてステップＳ７００８を実行することにより、図４４（Ｃ）に示すように、８０％の
割合で予告演出パターンＡのステップアップ予告演出の実行を決定する）ことを特徴とす
る。そのような構成により、所定演出が実行された後には高い割合で予告演出が実行され
るので、所定演出が実行されたときの遊技者の期待感を維持することができる。
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